
YouTube 【宅建動画の渋谷会】 佐伯竜                                    毎朝一問 《権利関係》 

【渋谷会】佐伯講師の担当講座  https://shibuyakai.com/ 

詐欺 宅建 H14-01-1 ≪#526≫ 

【問】 正誤をつけよ。 

Ａが、Ｂの詐欺によって、Ａ所有の建物をＣに売却する契約をした。Ａは、Ｂの詐欺を、Ｃが知

っているときでないと、売買契約の取消しをすることができない。 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 誤り 

 

≪ポイント≫ 詐欺 

1 詐欺による意思表示は、取り消すことができる。 

 

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその

事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 （民

法 96 条 1 項、2 項） 

 

 

 ⇒ 相手方が、悪意・善意有過失のとき、取り消すことができる 

 

 

 


